
■環境基本計画の対象範囲 

 

本計画では、「地球環境」、「自然環境」、「地域環境」、「建物環境」と、これらとの交互作用により、

影響を与え合う「人の活動」を対象範囲ととらえることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球環境 

・大気 ・気候 ・オゾン層 

・資源・エネルギー ・海洋 ・熱帯雨林 

 等 

自然環境 

・森林 ・河川・池沼 ・地盤 

・地下水 ・動物 ・植物 

 等 

地域環境 

・水辺 ・公園・緑地 ・農地 

・歴史・文化 ・景観 ・交通 

・静かさ ・廃棄物 ・建造物 

 等 

人の活動 

・資源の消費 ・廃棄物排出 ・自然環境の利用 

・エネルギーの消費 ・温暖化ガスの排出  

 等 

建物環境 

・温度 ・湿度 ・日照 

・建材 ・エネルギー  等 

 


